
 本市が管理する道路附属物（案内標識、道路照明灯）は、建設か
ら相当年数が経過し、老朽化による倒壊や、支柱の損傷が進行し
ています。 

道路附属物更新事業に関する説明資料 

本市の道路附属物の老朽化（現状） 

昭和48年
設置 

危険な状態の道路附属物について、維持管理計画に基づき、

予算の平準化を図り、計画的に施設の更新を行います。 

平成２６年台風１１号時、道路照明灯倒壊 道路照明灯の支柱の損傷状況 

道路案内標識の全体的に錆びている状況 

道路案内標識の全体的に錆びている状況 

 定期点検の実施 
  H２６～２９ 国の点検要領に基づく定期点検を実施した結果、 
  早期措置段階（Ⅲ判定）となった道路照明灯が３７１基、道路案 
  内標識が１０基発見されました。 

倒壊する前に、早期に対応が必要 


